
１
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
と
国
民
審
査
の
要
否
（
昭
四
一
・
一
二
・
二
六
決
裁
）

一
憲
法
七
九
条
二
項
の
趣
旨
は
、
最
高
裁
判
所
が
終
審
裁
判
所
と
し
て
合
憲
性
の
審
査
を
含
む
裁
判
の
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
り
、

憲
法
の
保
持
が
最
終
的
に
は
そ
の
適
正
な
機
能
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
象
、
そ
の
構
成
員
た
る
裁
判
官
が
そ
の
職
責
に
ふ

さ
わ
し
い
者
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
権
能
を
特
に
主
権
者
た
る
国
民
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
で
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
も
、
右
の
よ
う
な
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
権
能
な
い
し
職
責
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判

所
の
他
の
裁
判
官
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
承
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
に
述
べ
た
国
民
審
査
制
の
趣
意
に
照
ら
し
て
ゑ
れ
ぱ
、
長
た

る
裁
判
官
が
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、
一
般
の
裁
判
官
と
同
様
に
、
そ
の
裁
判
官
と
し
て
の
適
否
に
つ
い
て

国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
反
面
、
憲
法
が
長
た
る
裁
判
官
に
つ
い
て
予
定
し
て
い
る
権
限
が
あ
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
・
裁
判
官
の
地
位
や
性
格
か
ら
ゑ

て
、
長
と
し
て
の
権
限
が
、
そ
れ
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
国
民
審
査
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

〔
資
料
〕

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

へ

日逵

憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
衆
議
院
の
憲
法
六
条
及
び
七
九
条
（
原
案
七
五
条
）
の
修
正
の
経
緯
に
徴
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
修
正

規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
三
権
分
立
の
精
神
に
照
ら
し
、
司
法
部
の
権
威
を
行
政
部
の
権
威
と
同
等
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
考
慮
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
長
た
る
裁
判
官
の
裁
判
官
と
し
て
の
基
本
的
な
地
位
な
い
し
権
能
を
他
の
裁
判
官
の
そ
れ
に
優
位
さ
せ
る
趣

旨
ま
で
も
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
観
取
し
得
よ
う
。

○

~

六
九
二
（
’
七
西
）

⑦ 〔
憲
法
資
⑧
〕



○
清
水
伸
「
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
」
一
巻
六
九
二
頁

委
員
長
芦
田
均
法
第
六
条
の
第
二
項
と
し
て
「
天
皇
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
を
任
命

す
る
。
」
と
の
条
文
を
挿
入
し
た
趣
旨
は
、
三
権
分
立
の
精
神
に
照
し
、
司
法
権
が
立
法
、
行
政
と
同
等
の
重
要
性
を
持
ち
、
随
っ

て
そ
の
長
た
る
も
の
が
内
閣
総
理
大
臣
と
略
々
同
様
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

○
憲
法
は
、
長
た
る
裁
判
官
の
権
能
に
つ
い
て
直
接
に
は
規
定
し
て
い
な
い
が
、
長
た
る
裁
判
官
が
、
内
に
あ
っ
て
は
、
合
議
体

で
あ
る
最
高
裁
判
所
を
総
括
し
、
対
外
的
に
は
、
最
高
裁
判
所
を
代
表
す
る
地
位
を
有
す
る
こ
と
は
、
長
た
る
裁
判
官
の
地
位
に

第
七
九
条
二
国
民
審
在
〔
資
料
〕
七
一
五

○
憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
衆
議
院
の
修
正
（
六
条
及
び
七
十
九
条
関
係
）

I

’

’
’
’
’
’

第
六
条
天
皇
は
、
国
へ

理
大
臣
を
任
命
す
る
。 国
会

第
七
十
五
条
最
高
裁
判
所
は
、

の
裁
判
官
で
こ
れ
を
樵
成
し
、

ゼダ

達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

て
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
し
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に

（
政
府
原
案
）

の
指
名
に
基
い
て
、

法
律
の
定
め
る
員
数Ｉ

そ
の
裁
判
官
は
す
べ

内
閣
総

１
１
－

第
六
条
天
皇
は
、
国
会
の
指
名
に
基
い
て
、
内
閣
総

理
大
臣
を
任
命
す
る
。

第
七
十
九
条
簸
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官

及
び
法
律
の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
こ

れ
を
構
成
し
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官

は
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
・

（
五
項
と
し
て
）

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

の
長
た
る
裁
判
官
を
任
命
す
る
。

に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

吸
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
法
律
の
定
め
る
年
齢

天
皇
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、
最
高
裁
判
所

へ

現

’１
１
Ｉ

行
讐

〔
憲
法
蜜
③
〕
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国
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
の
「
最
高
裁
判
所
長
官
及
び
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
は
、
国
民
の
審
査
に
関
す
る
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
。
」
と
い
う
表
現
は
、
同
条
の
前
三
項
が
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
免
に
つ
い
て
最
高

裁
判
所
長
官
・
最
高
裁
判
所
判
事
と
い
う
官
名
を
用
い
て
規
定
し
た
こ
と
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
現
に
最
高
裁
判
所
判
事
で
あ
る
者
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
行
為
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て

、
、
、

の
身
分
関
係
を
継
続
さ
せ
つ
つ
長
た
る
裁
判
官
の
地
位
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
地
位
に
は
前
後
一
貫
し
て

変
動
が
な
い
も
の
と
観
念
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
に
別
段
の
変
動
が
も
た
ら
さ
れ
な

い
以
上
、
す
で
に
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
国
民
審
査
を
経
た
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

、
、
、

そ
の
者
が
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
在
職
し
た
ま
ま
長
た
る
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
国
民
審
査
に
付
さ
れ

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
一
六

伴
う
権
限
と
し
て
、
憲
法
の
肯
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
ゑ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
実
定
法
上
、
長
た
る
裁
判
官
に
は
次
の
よ
う
な
特
異
な
地
位
な
い
し
権
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

①
裁
判
所
法
は
、
長
た
る
裁
判
官
に
最
高
裁
判
所
長
官
と
い
う
官
名
を
与
え
（
五
条
）
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
司
法
行
政
事
務

に
関
し
て
裁
判
官
会
議
を
総
括
し
、
そ
の
議
長
と
な
り
（
一
二
条
）
、
若
干
の
職
員
を
監
督
す
る
地
位
に
立
つ
（
五
三
条
二
項
、

五
六
条
二
項
、
五
六
条
の
三
等
）
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

②
最
高
裁
判
所
裁
判
事
務
処
理
規
則
は
、
大
法
廷
・
小
法
廷
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
長
官
が
裁
判
長
と
な
る
（
三
条
但
書
、
八

条
一
項
）
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

③
そ
の
他
、
た
と
え
ば
、
皇
室
典
範
二
八
条
二
項
（
皇
室
会
議
議
員
）
、
国
家
公
務
員
法
六
条
一
項
（
人
事
官
の
宣
誓
の
立

会
）
、
国
会
法
七
二
条
二
項
（
国
会
委
員
会
の
出
席
説
明
）
、
財
政
法
一
七
条
、
一
八
条
二
項
、
二
○
条
二
項
（
予
算
作
成
上
の

今
云
）
、
園

権
限
）
。

0

○ 〔
憲
法
資
⑧
〕



２
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
と
国
民
審
査
の
要
否
（
昭
五
一
・
二
・
五
決
裁
）

一
憲
法
七
九
条
二
項
の
趣
旨
は
、
最
高
裁
判
所
が
終
審
裁
判
所
と
し
て
合
憲
性
の
審
査
を
含
む
裁
判
の
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
り
、

憲
法
の
保
持
が
最
終
的
に
は
そ
の
適
正
な
機
能
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
承
、
そ
の
構
成
員
た
る
裁
判
官
が
そ
の
職
責
に
ふ

さ
わ
し
い
者
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
権
能
を
特
に
主
権
者
た
る
国
民
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
で
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
も
、
右
の
よ
う
な
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
権
能
な
い
し
職
責
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判

所
の
他
の
裁
判
官
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
ゑ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
に
述
べ
た
国
民
審
査
制
の
趣
意
に
照
ら
し
て
ふ
れ
ば
、
長
た

る
裁
判
官
が
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、
一
般
の
裁
判
官
と
同
様
に
、
そ
の
裁
判
官
と
し
て
の
適
否
に
つ
い
て

ろ
裁
判
官
が
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
Ｌ

そ
の
反
面
、
憲
法
が
長
た
る
裁
判
官
に
つ
い
て
予
定
し
て
い
る
権
限
が
あ
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
・
裁
判
官
の
地
位
や
性
格
か
ら
ぶ

て
、
長
と
し
て
の
権
限
が
、
そ
れ
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
国
民
審
査
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

二
現
に
澄
高
裁
判
所
判
事
で
あ
る
者
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
行
為
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て

、
、
、

の
身
分
関
係
を
継
続
さ
せ
つ
つ
長
た
る
裁
判
官
の
地
位
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
地
位
に
は
前
後
一
貫
し
て

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
一
七

け
だ
し
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
七
九
条
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
審
査
の
ね
ら
い
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
職

、
、
、

責
に
関
し
て
の
適
格
性
の
審
査
で
あ
っ
て
、
長
た
る
裁
判
官
の
地
位
に
固
有
の
権
能
な
い
し
職
責
に
関
し
て
の
審
査
で
は
な
い
か
ら
で
あ

ヲ
（
》
○

る
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
。

国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
一
八

変
動
が
な
い
も
の
と
観
念
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
に
別
段
の
変
動
が
も
た
ら
さ
れ
な

い
以
上
、
す
で
に
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
国
民
審
査
を
経
た
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

、
、
、

そ
の
者
が
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
在
職
し
た
ま
ま
長
た
る
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
国
民
審
査
に
付
さ
れ

け
だ
し
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
七
九
条
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
審
査
の
ね
ら
い
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
職

、
、
、

責
に
関
し
て
の
適
格
性
の
審
査
で
あ
っ
て
、
長
た
る
裁
判
官
の
地
位
に
固
有
の
権
能
な
い
し
職
責
に
関
し
て
の
審
査
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
典

る
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
。

（
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考
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最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
国
民
審
査
を
経
た
後
一
○
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
が
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
任

命
後
初
め
て
行
な
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
の
際
、
あ
ら
た
め
て
国
民
審
査
に
付
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
お
よ
び
そ
の
論
拠

は
、
日
本
弁
謹
士
連
合
会
の
「
最
高
裁
長
官
の
国
民
幕
査
に
関
す
る
意
見
番
」
等
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
対
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。

一
こ
の
間
題
を
考
え
る
う
え
に
お
い
て
は
、
国
民
審
査
制
度
の
趣
旨
、
目
的
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
民
審
査
制
度
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
憲
法
七
九
条
二
項
の
趣
旨
は
、
最
商
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
内
閣
の
指
名
に
茎
つ
き
天
皇

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
ま
た
は
内
閣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
選
定
に
つ
い
て
、
国
民
の
恵
思
は
直
接
反
映

し
な
い
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
司
法
権
を
担
当
す
る
裁
判
所
の
系
列
の
頂
点
に
立
ち
、
終
審
裁
判
所
と
し
て
、
国
民
の
代
表
者
で
組

織
さ
れ
た
国
会
の
制
定
し
た
法
律
に
つ
い
て
も
、
そ
の
合
窓
性
を
審
査
し
、
遠
憲
と
認
め
た
場
合
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
重
大
な
権
限
を
も
ち
、
ま
た
、
司
法
権
の
行
使
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
規
則
制
定
権
、
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
名
権

等
の
司
法
行
政
権
の
蝦
高
機
関
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
構
成
員
た
る
裁
判
官
が
、
そ
の
職
寅
、
権
能
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
、
識
見
、
能

力
を
も
つ
者
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
権
能
を
、
国
民
主
権
の
理
念
か
ら
主
権
者
た
る
国
民
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
学
説
上
も
異
論
を
承
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
溌
高
裁
判
所
が
合
議
体
で
あ
っ
て
一
五
人
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
長
た
る
裁
判

官
（
最
高
裁
判
所
長
官
）
で
あ
り
、
そ
の
他
の
一
四
人
が
そ
の
他
の
裁
判
官
（
最
高
裁
判
所
判
事
）
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
七
九
条

一
項
等
の
規
定
上
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
長
官
も
簸
商
裁
判
所
判
事
も
、
簸
高
裁
判
所
の
櫛
成
員
た
る
裁
判
官
と

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

七
一
九

（
参
考
１
）
蝦
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
と
国
民
審
査

部

（
昭
四
七
・
九
・
二
七
）

､’燈
高
裁
事
務
総
局

〔
憲
法
賛
⑨
〕



第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
二
○

し
て
の
職
責
、
権
能
に
お
い
て
、
憲
法
上
本
質
的
な
差
異
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
前
述
の
国
民
審
査
制
度
の

趣
旨
、
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
の
適
否
が

特
別
に
審
査
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
最
高
裁
判
所
判
事
と
同
様
に
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
適
否
が
国
民
審
査
に
付

さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
民
審
査
制
度
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
憲
法
七
九
条
二
項
が
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任

命
は
、
：
…
…
・
国
民
の
審
査
に
付
し
、
．
…
．
．
…
」
と
規
定
し
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
最
高
裁
判
所
判
事
に
つ
い
て
国
民
審
査
手
続
を

区
別
せ
ず
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
国
民
審
査
に
付
す
る
旨
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
る
（
最
高
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
法
一
条
も
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
の
審
査
…
…
…
」
と
規
定
し
、
最
高
裁
判
所
長
官

と
最
高
裁
判
所
判
事
に
つ
い
て
、
そ
の
審
査
手
続
に
差
別
を
設
け
て
い
な
い
。
な
お
、
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
は
「
最
高
裁
判
所
長

官
及
び
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
は
、
．
…
・
…
・
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
条
の
前
三
項
が
、
最

高
裁
判
所
裁
判
官
の
任
免
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
と
い
う
官
名
を
用
い
て
規
定
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、

最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
規
定
す
る
の
に
代
え
て
官
名
を
用
い
て
規
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
以
上
の
意
図
を
も
っ
て
規
定

し
た
も
の
と
承
る
べ
き
根
拠
も
な
い
。
）
・

最
高
裁
判
所
長
官
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
判
事
と
異
な
る
固
有
の
権
限
と
し
て
憲
法
が
直
接
規
定
し
て
い
る
も
の
は
な
い
が
、

つ
ぎ
の
も
の
は
憲
法
が
予
定
し
て
い
る
権
限
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
裁
判
機
関
と
し
て
の
関
係
に
お
い
て
は
、
大
法
廷
、
小
法
廷

を
通
じ
て
、
出
席
す
る
と
き
に
は
必
ず
裁
判
長
と
な
る
こ
と
（
最
高
裁
判
所
裁
判
事
務
処
理
規
則
三
条
、
八
条
）
、
司
法
行
政
機
関
と

し
て
の
関
係
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を
総
括
し
（
裁
判
所
法
二
一
条
一
項
）
、
司
法
行
政
事
務
を
行
な
う
裁
判

官
会
議
の
議
長
と
な
る
こ
と
（
同
条
二
項
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
最
高
裁
判
所
が
合
議
体
で
あ
る
た
め
組
織
上
の
技
術
的

必
要
に
基
づ
き
、
合
議
体
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
の
主
宰
老
た
る
最
高
裁
判
所
長
官
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
で
あ
っ
て
、
裁
判
の

〔
憲
法
資
③
〕
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、
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、
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二
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
づ
き
天
皇
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
最
商
裁
判
所
判
事
は
、
内
閣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
任
命
権
者
を
異
に
し
、
両
者
が
別
個
の
官
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
簸
高
裁
判
所
長
官
の
承
天
皇
が
任
命
す
る
も
の
と
し
た
理
由
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
溌
高

裁
判
所
は
、
国
会
お
よ
び
内
閣
と
な
ら
ん
で
司
法
部
の
頂
点
に
位
す
る
機
関
で
あ
り
、
そ
の
長
官
は
妓
商
裁
判
所
の
首
席
の
裁
判
官

（
い
わ
ば
同
等
者
中
の
第
一
人
者
）
と
し
て
、
こ
れ
を
対
外
的
に
代
表
す
る
地
位
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
行
政
部
の
代
表
者
た
る
内
閣
誌
理
大
臣
と
同
等
の
地
位
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
恵
法
は
、
三
権

分
立
の
精
神
に
照
ら
し
、
司
法
部
の
権
威
を
行
政
部
の
権
威
と
同
等
に
評
価
し
、
峨
商
裁
判
所
提
官
を
内
閣
総
理
大
臣
と
同
等
に
評

第
七
九
条
二
国
民
審
交
〔
涜
料
〕

七
二
一

〔
憲
法
資
⑧
〕

評
決
お
よ
び
司
法
行
政
を
決
定
す
る
裁
判
官
会
議
の
議
決
に
お
い
て
、
他
の
最
高
裁
判
所
判
覗
に
優
越
す
る
特
殊
の
権
限
で
は
な

い
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
官
公
私
の
諸
団
体
そ
の
他
部
外
と
の
交
際
に
お
い
て
、
裁
判
所
を
代
表
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
も
憲
法
が
最
高
裁
判
所
長
官
の
地
位
に
伴
う
権
限
と
し
て
認
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
い

ず
れ
の
権
限
も
、
前
述
の
国
民
審
査
制
度
の
趣
旨
、
日
的
か
ら
ゑ
て
、
蝦
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
特
別
の
国
民
審
査
を
必
要
と
す
る

（
１
）

性
質
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
他
法
律
や
裁
判
所
規
則
等
で
最
高
裁
判
所
長
官
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
に
つ
い
て
も
、
憲

法
が
溌
高
裁
判
所
長
官
の
権
限
と
し
て
予
定
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
仮
に
予
定
し
て
い
る
と
し
て
も
裁
判
所
の
地
位
や
性
格

か
ら
ゑ
て
、
そ
れ
が
般
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
特
別
の
国
民
審
盃
を
必
要
と
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、

最
高
裁
判
所
長
官
の
個
人
と
し
て
の
言
動
等
が
事
実
上
強
い
影
評
力
を
も
つ
こ
と
を
と
ら
え
て
、
般
高
裁
判
所
長
官
の
地
位
が
、
他

の
最
高
裁
判
所
判
事
と
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
地
位
に
つ
い
て
は
圃
民
審
在
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
そ
の
言
動
が
事
実
上
の
影
響
力
を
も
つ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
民
審
査
制
度
が
こ
れ
を
も
審
査
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

…

､一



第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
二
二

価
す
る
た
め
、
最
高
裁
判
所
長
官
を
内
閣
総
理
大
臣
と
同
様
天
皇
が
任
命
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
制

定
議
会
に
お
け
る
零
議
の
経
緯
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
権
老
ひ
い
て
は
官
の
相
違
は
、
も
っ
ぱ
ら
他
の
国
家
機
関
と
の

権
衡
か
ら
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
般
高
裁
判
所
長
官
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
、
職
責
、
権
能
を
他

の
最
高
裁
判
所
判
事
の
そ
れ
に
優
越
さ
せ
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

三
国
民
審
査
制
度
の
本
質
が
、
い
わ
ゆ
る
解
職
の
制
度
で
あ
っ
て
、
任
命
行
為
に
対
す
る
審
査
ま
た
は
任
命
行
為
の
効
力
を
確
定
さ

（
ワ
》
）
・

せ
る
手
続
の
性
質
を
有
し
な
い
こ
と
は
、
判
例
通
説
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
民
審
査
以
前
に
お
い
て
も
、
鰻
高
裁
判
所
の
裁

判
官
は
任
命
に
よ
っ
て
確
定
的
に
そ
の
地
位
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
民
審
査
で
罷
免
と
決
定
さ
れ
て
も
、
将
来
に
向
か
っ
て

官
を
失
う
だ
け
で
、
そ
れ
ま
で
の
地
位
に
は
な
ん
ら
影
響
が
な
い
か
ら
、
国
民
審
査
が
任
命
の
適
否
を
審
査
す
る
行
為
ま
た
は
任
命

行
為
の
効
力
を
確
定
さ
せ
る
行
為
の
性
格
を
有
す
る
と
承
る
こ
と
に
は
根
拠
が
乏
し
く
、
ま
た
実
益
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
任

命
後
初
め
て
行
な
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
付
さ
れ
る
国
民
審
査
に
つ
い
て
は
、
任
免
の
適
否
を
審
査
す
る
行
為
ま
た
は
任

命
行
為
の
効
力
を
確
定
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
で
き
る
と
し
て
も
、
同
一
条
項
に
規
定
さ
れ
、
同
じ
性
格
を
も
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
そ
の
後
一
○
年
を
経
過
し
た
後
に
付
さ
れ
る
国
民
審
査
に
つ
い
て
統
一
的
な
説
明
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
任
命
後
最
初
に
行
な
わ
れ
る
国
民
審
査
に
お
い
て
は
、
任
命
後
の
解
職
の
可
否
い
か
ん
と
い
う
形
式
の
も
と
で
、
任
命
に

つ
い
て
の
審
査
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
実
質
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
国
民
審
査
制
度
は
す
べ
て
解
職
の
制

度
と
解
し
た
方
が
合
理
的
で
あ
る
。

な
お
、
前
述
の
意
見
書
等
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
お
よ
び
最
高
裁
判
所
判
事
が
全
く
別
個
の
官
で
あ
り
、
そ
の
任
命
も

根
拠
法
条
お
よ
び
任
命
権
者
を
異
に
す
る
全
く
別
個
の
行
為
で
あ
っ
て
、
憲
法
七
九
条
二
項
の
文
言
に
よ
る
と
「
国
民
の
審
査
に

〔
憲
法
黄
⑧
〕
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付
」
さ
れ
る
の
は
「
溌
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
」
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
と
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
官
に
対
す
る
別
個
の
任
命
行
為
と
し
て
、
各
別
に
国
民
審
査
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る

が
、
国
民
審
査
制
度
は
解
職
の
制
度
と
ゑ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
任
命
行
為
自
体
を
審
査
の
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
前
述
の

と
お
り
で
あ
り
、
審
査
の
対
象
と
な
る
の
は
任
命
に
よ
っ
て
零
査
の
時
点
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
る
者
が
最
高
裁
判

所
の
裁
判
官
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
実
質
的
に
も
、
憲
法
の
規
定
上
か
ら
も
最
高
裁
判
所

長
官
が
最
高
裁
判
所
判
事
の
場
合
と
別
に
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
の
国
民
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
根
拠
が
な

い
こ
と
に
つ
い
て
も
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

憲
法
の
規
定
は
、
そ
の
全
体
か
ら
合
理
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
単
純
な
文
言
解
釈
に
よ
り
、
国
民
審
査
の
対
象
が
最
高
裁
判

所
裁
判
官
の
任
命
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。

四
現
に
最
高
裁
判
所
判
事
で
あ
る
者
が
官
を
異
に
す
る
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
に
、
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
宮

を
失
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
任
命
行
為
は
実
質
的
に
ふ
る
と
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
身
分
関
係
は
、
か

わ
り
な
く
継
続
し
つ
つ
、
長
た
る
裁
判
官
（
最
高
裁
判
所
長
官
）
の
地
位
、
身
分
を
新
た
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所

裁
判
官
の
地
位
、
身
分
に
は
変
動
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
国
民
審
査
制
度
の
趣
旨
、
目
的
が
前
述
の
よ
う
に
肢
高
裁
判
所
の
構
成

員
た
る
裁
判
官
が
、
そ
の
職
寅
、
権
能
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
、
識
見
、
能
力
を
も
つ
者
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
上
に
最
高
裁
判
所
長
官
の
地
位
に
固
有
の
権
能
な
い

し
職
責
に
ふ
さ
わ
し
い
者
か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
判

事
と
し
て
国
民
審
査
を
経
た
後
一
○
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
が
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行

な
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
、
あ
ら
た
め
て
国
民
審
査
に
付
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
む
し
ろ
、
簸
高
裁
判
所
裁
判
官
の
身
分

館
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
演
料
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七
二
四

保
障
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
に
変
更
が
な
い
の
に
最
初
の
国
民
審
査
か
ら
一
○
年
を
経
な
い
う

ち
に
国
民
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

要
す
る
に
、
最
高
裁
判
所
判
事
か
ら
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
は
、
形
式
的
に
は
前
官
た
る
最
高
裁
判
所
判
事
の
地

位
、
身
分
を
失
い
、
新
た
に
最
高
裁
判
所
長
官
の
地
位
、
身
分
を
取
得
す
る
が
、
実
質
的
に
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
た
る
地
位
、

身
分
に
は
変
更
が
な
く
、
憲
法
七
九
条
二
項
の
定
め
る
国
民
審
査
制
度
は
、
こ
の
実
質
に
着
目
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
１
）
そ
の
他
最
高
裁
判
所
長
官
の
固
有
の
権
限
の
う
ち
、
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

ァ
裁
判
官
に
つ
い
て
、
訴
追
委
員
会
に
対
し
罷
免
の
訴
追
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
（
裁
判
官
弾
劾
法
一
五
条
三
項
）

イ
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
（
裁
判
所
法
五
三
条
二
項
）
、
司
法
研
修
所
長
（
同
法
五
六
条
二
項
）
、
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
長
（
同

法
五
六
条
ノ
三
の
二
項
）
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
研
修
所
長
（
同
法
五
六
条
ノ
五
の
二
項
）
、
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
（
同
法
五
六

条
ノ
六
の
二
項
）
を
監
督
し
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
各
種
の
報
告
を
受
理
し
（
司
法
研
修
所
規
程
五
条
二
項
、
七
条
、
裁
判
所

書
記
官
研
修
所
規
程
六
条
二
項
、
一
六
条
一
三
項
、
一
八
条
四
項
、
二
○
条
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
研
修
所
規
程
七
条
二
項
、

一
六
条
三
項
、
二
○
条
）
、
服
務
に
関
す
る
宣
誓
を
受
け
る
（
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
三
条
）
こ
と
。

ゥ
予
算
の
作
成
に
関
し
、
歳
入
、
歳
出
等
の
見
積
に
関
す
る
書
類
を
作
成
、
送
付
し
（
財
政
法
一
七
条
一
項
）
、
歳
出
の
概
算
の

決
定
に
関
し
意
見
を
陳
述
し
（
同
法
一
八
条
二
項
）
、
予
定
経
費
要
求
害
等
を
作
成
し
（
同
法
二
○
条
二
項
）
、
予
算
を
執
行
し

（
同
法
三
一
条
以
下
）
、
裁
判
所
の
予
備
金
を
管
理
し
（
裁
判
所
予
備
金
に
関
す
る
法
律
一
条
）
、
支
出
負
担
行
為
お
よ
び
支
出
に

関
す
る
事
務
を
管
理
し
（
会
計
法
一
○
条
）
、
行
政
財
産
を
管
理
す
る
（
固
有
財
産
法
五
条
）
等
の
経
理
上
の
各
種
権
限
。

エ
皇
室
会
議
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
（
皇
室
典
範
二
八
条
二
項
）
。

C
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オ
人
事
官
の
宣
誓
に
立
ち
会
う
こ
と
（
国
家
公
務
員
法
六
条
一
項
）
。

ヵ
ゑ
ず
か
ら
ま
た
は
代
理
者
に
よ
り
、
国
会
の
委
員
会
に
出
席
説
明
す
る
こ
と
（
国
会
法
七
二
条
二
項
）
。

キ
最
高
裁
判
所
規
則
の
末
尾
に
署
名
す
る
こ
と
（
裁
判
所
公
文
方
式
規
則
一
条
）
。

ク
そ
の
他
、
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
長
（
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
二
一
条
）
、
裁
判
所
経
強
審
査
委
員
会
委
員
長

（
裁
判
所
経
礎
審
査
委
員
会
規
則
二
条
）
と
な
り
、
簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
の
委
員
長
お
よ
び
委
員
を
委
嘱
し
（
簡
易

裁
判
所
判
事
選
考
規
則
三
条
、
四
条
）
、
最
高
裁
判
所
の
職
員
ま
た
は
庁
舎
そ
の
他
の
施
設
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
、
職
員
に

警
備
を
命
ず
る
（
法
廷
の
秩
序
維
持
等
に
あ
た
る
裁
判
所
職
員
に
関
す
る
規
則
二
条
）
等
の
こ
と
。

（
２
）
最
高
大
昭
二
七
・
二
・
二
○
判
（
民
集
六
巻
二
号
二
三
ペ
ー
ジ
）
判
旨
の
関
連
部
分
を
左
に
引
用
す
る
。

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
の
制
度
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
所
謂
解
職
の
制
度
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

「
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
は
内
閣
の
指
名
に
よ
り
天
皇
が
、
他
の
裁
判
官
は
内
閣
が
任
命
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
任

命
行
為
に
よ
っ
て
任
命
は
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
第
六
条
及
び
第
七
九
条
の
明
に
規
定
す
る
処
で
あ
り
、
此
等

の
規
定
は
単
純
明
瞭
で
何
等
の
制
限
も
条
件
も
な
い
。
所
論
の
様
に
、
国
民
の
投
票
あ
る
迄
は
任
命
は
完
了
せ
ず
、
投
票
に
よ
っ

て
初
め
て
完
了
す
る
の
だ
と
い
う
様
な
趣
旨
は
こ
れ
を
窺
う
べ
き
何
等
の
字
句
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
裁
判
官
は
内
閣
が
全
寅

任
を
以
て
適
当
の
人
物
を
選
任
し
て
、
指
名
ま
た
は
任
命
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
若
し
内
閣
が
不
適
当
な
人
物
を
選
任
し
た
場

合
に
は
、
国
民
が
そ
の
審
査
権
に
よ
っ
て
罷
免
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
飽
く
迄
罷
免
で
あ
っ
て
選
任
行
為

自
体
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
民
が
裁
判
官
の
任
命
を
審
査
す
る
と
い
う
こ
と
は
右
の
如
き
意
味
で
い
う
の
で
あ
る
。
」
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（
資
料
目
録
）

一
国
民
審
査
制
度
に
つ
い
て

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
（
宮
沢
俊
義
）

註
解
日
本
国
憲
法
下
２
（
法
学
協
会
）

憲
法
Ｉ
（
新
版
）
（
清
宮
四
郎
）

憲
法
下
（
清
宮
四
郎
）

日
本
憲
法
概
論
（
酒
井
吉
栄
）

憲
法
講
義
（
水
木
惣
太
郎
）

憲
法
提
要
（
新
版
）
（
稲
田
正
次
）

日
本
国
憲
法
概
論
（
俵
静
夫
）

憲
法
講
義
下
（
小
林
直
樹
）

憲
法
大
要
（
一
円
一
億
）

改
訂
日
本
国
憲
法
論
（
佐
々
木
惣
一
）

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
制
度
（
室
井
力
）

最
高
裁
判
所
に
関
す
る
研
究
（
憲
法
研
究
所
）

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
（
丸
山
健
）

ジ
ュ
リ
ス
ト
基
本
判
例
解
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シ
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憲
法
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二
最
高
裁
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所
長
官
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国
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審
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て
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昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
に
行
わ
れ
た
石
田
和
外
氏
に
対
す
る
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
は
、
以
下
に
述
べ
る
憲
法
上
。
法
律
上
の

理
由
に
よ
り
、
少
く
と
も
来
る
べ
き
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
、
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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七
二
七

（
参
考
２
）

意
見
書

』

憲
法
撮
要
（
田
上
穣
治
）

司
法
制
度
改
革
の
国
民
的
構
想
（
大
阪
弁
護
士
会
）

最
高
裁
長
官
の
国
民
審
査
（
有
倉
遼
吉
）

現
代
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
二
・
五
号

最
高
裁
判
所
長
官
に
た
い
す
る
国
民
審
査
（
山
下
健
次
）

法
と
民
主
主
義
六
二
号

週
間
新
法
曹
二
一
三
号

時
の
法
令
五
九
五
号
（
Ｐ
Ｑ
Ｒ
）

″
七
六
四
号
（
〃
）

裁
判
所
法
逐
条
解
説
中
巻

第
六
八
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
六
号

最
高
裁
長
官
の
国
民
審
査
（
平
出

禾
）

法
と
秩
序
七
二
・
二
号

四
一
～
四
四
頁

四
二
ｊ
四
五
頁

一
二
一
頁

五
一
～
五
二
頁

一

二二一八

○○ 1
頁 j 九
一頁
一

頁

一
三
～
一
七
頁

（
昭
四
七
・
二
・
二
八
）

日
本
弁
護
士
連
合
会

､雷裂
〔
鐙
法
資
⑧
〕

ロ
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白 Ｂ
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
は
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
選
挙
の
際
国
民
の
審
査
に
付
す
る
。
」
こ
れ

は
、
憲
法
七
九
条
二
項
の
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

。
と
こ
ろ
で
、
憲
法
七
九
条
一
項
の
明
記
す
る
と
お
り
、

「
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
（
法
律
の
定
め
る
員
数
の
）
そ
の
他
の
裁
判
官
で
構
成
」

『
そ
の
長
た
る
裁
判
官
』
を
『
最
高
裁
判
所
長
官
』
と
し
、

『
そ
の
他
の
裁
判
官
』
を
『
最
高
裁
判
所
判
事
』
と
す
る
。
」

と
明
記
し
（
同
法
五
条
一
項
）
、
更
に
憲
法
七
九
条
一
項
の
「
法
律
の
定
め
る
員
数
」
に
つ
き
、
「
最
高
裁
判
所
判
事
の
員
数
は
一
四

人
と
す
る
。
」
と
明
文
化
し
て
い
る
（
同
法
五
条
三
項
）
。

こ
の
よ
う
に
、
「
最
高
裁
判
所
長
官
」
と
、
「
最
高
裁
判
所
判
事
」
と
が
、
憲
法
上
、
裁
判
所
法
上
全
く
別
個
の
「
官
」
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
、
「
最
高
裁
判
壷

即
ち
、
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
」
に
は
、
憲
法
上
明
確
に
区
別
さ
れ
る
、
「
長
た
る
裁
判
官
」
と
「
そ
の
他
の
裁
判
官
」
と
い

う
、
相
異
な
る
二
種
類
の
「
官
」
Ｉ
身
分
が
存
在
す
る
。

裁
判
所
法
は
、
こ
の
憲
法
の
明
文
を
受
け
て
、

裁
判
所
法
は
、
こ
の
憲
法
空

の
み
な
ら
ず
、
右
の
二
つ
の
「
官
」
に
対
す
る
「
任
命
」
も
ま
た
憲
法
上
、
裁
判
所
法
上
の
根
拠
法
条
と
任
命
権
者
と
を
異
に
す

る
全
く
別
個
の
行
政
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、

「
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
」
Ⅱ
「
最
高
裁
判
所
長
官
」
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
づ
い
て
「
天
皇
」
が
「
任
命
す
る
」
の
で

〔
憲
法
資
⑧
〕

さ
れ
る
。

こ
と
は
、
争
い
の
余
地
が
な
い
。

「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、

①

↓

’

七
二
八

ひ

7



〔
恋
法
寅
⑧
〕

あ
り
（
憲
法
六
条
二
項
、
裁
判
所
法
三
九
条
一
項
）
、
「
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
」
Ⅱ
「
最
高
裁
判
所
判
事
」
は
、
「
内
閣
で

こ
れ
を
任
命
す
る
」
の
で
あ
る
（
窟
法
七
九
条
一
項
、
裁
判
所
法
三
九
条
二
項
）
。

四
そ
し
て
、
前
掲
憲
法
七
九
条
二
項
の
明
文
ど
お
り
、
「
国
民
の
審
査
に
付
」
さ
れ
る
の
は
、
「
妓
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
」

な
の
で
あ
り
、
且
つ
、
右
の
と
お
り
、
「
堆
商
裁
判
所
の
裁
判
官
」
た
る
「
官
」
に
二
つ
の
別
個
の
「
官
」
が
存
在
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
な
故
に
、
裁
判
所
法
は
、
そ
れ
を
よ
り
明
確
に
、

「
最
高
裁
判
所
長
官
及
び
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
は
、
国
民
の
審
査
に
関
す
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
民
の
審
査
に

付
さ
れ
る
。
」
（
三
九
条
四
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。

⑤
以
上
の
憲
法
上
、
裁
判
所
法
上
の
明
文
規
定
は
、
「
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
」
と
「
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
」
と
は
、
夫

々
、
別
個
の
「
官
」
に
対
す
る
別
個
の
「
任
命
」
行
為
と
し
て
、
各
別
に
、
国
民
審
査
の
対
象
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

論
議
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

因
承
に
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
昭
和
二
四
年
㈹
第
三
三
二
号
）
も
ま
た
、
判
示
中
に
、

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
の
制
度
」

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
は
天
皇
又
は
内
閣
が
任
命
す
る
こ
と
恋
法
第
六
条
及
び
第
七
九
条
の
明
定
す
る
と
こ
ろ
」

「
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
は
内
閣
の
指
名
に
よ
り
天
皇
が
、
他
の
裁
判
官
は
内
閣
が
任
命
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
命

行
為
に
よ
っ
て
任
命
は
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
第
六
条
及
び
第
七
九
条
の
明
に
規
定
す
る
処
で
あ
り
、
此
等
の
規

定
は
単
純
明
瞭
で
何
等
の
制
限
も
条
件
も
な
い
。
」

「
裁
判
官
は
内
閣
が
全
寅
任
を
以
て
適
当
の
人
物
を
選
任
し
て
、
指
名
又
は
任
命
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
若
し
内
閣
が
不
適
当

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

な
人
物
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
国
民
が
そ
の
審
査
権
に
よ
っ
て
罷
免
を
す
る
の
で
あ
る
。
…
・
…
…
：
国
民
が
裁
判
官
の
任
命
を
審

第
七
九
条
二
国
民
審
猫
〔
資
料
〕
七
二
九

‐
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㈹
然
る
に
そ
の
後
、
同
氏
は
、
昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
、
天
皇
に
よ
り
、
憲
法
六
条
一
夷
に
よ
る
「
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判

こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
三
一
権
の
相
互
抑
制
」
と
い
う
国
家
の
民
主
主
義
機
構
の
一
環
と
し
て
の
「
内
閣
に
よ
る
最
高
裁
判
所
裁
判

官
の
指
名
又
は
任
命
」
と
い
う
行
政
権
能
を
前
提
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
主
権
者
た
る
国
民
の
審
査
権
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈱
石
田
和
外
氏
は
、
昭
和
三
八
年
六
月
六
日
、
内
閣
に
よ
っ
て
、
憲
法
七
九
条
一
項
に
よ
る
最
高
裁
判
所
の
「
長
た
る
裁
判
官
以
外

の
裁
判
官
」
、
「
そ
の
他
の
裁
判
官
」
Ⅱ
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
を
受
け
た
。
そ
し
て
右
「
任
命
」
は
、
同
年
三
月
一
二
日
の
総

白
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一
つ
の
重
要
な
こ
と
は
、
石
田
氏
は
、
そ
の
際
、
前
官
で
あ
っ
た
最
高
裁
判
所
判
事
の
「
官
を
失
い
」
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国

民
審
査
法
第
二
条
の
用
語
）
、
新
た
に
、
別
個
の
最
高
裁
判
所
長
官
た
る
「
官
」
を
取
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。

け
だ
し
、
同
氏
が
右
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
を
受
け
る
直
前
ま
で
、
最
高
裁
判
所
判
事
は
同
氏
を
含
め
て
裁
判
所
法
五
条
三
項

の
定
め
る
．
四
人
」
の
定
員
を
充
た
し
て
い
た
。
然
る
に
同
氏
の
長
官
任
命
よ
り
七
日
後
同
月
一
七
日
関
根
小
郷
氏
が
新
た
に
最

高
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
石
田
和
外
氏
が
長
官
任
命
と
同
時
に
最
高
裁
判
所
判
事
た
る
「
官
を
失
っ

た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

官
」
の
任
命
を
受
け
た
。

選
挙
の
際
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
た
。

質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

査
す
る
と
い
う
こ
と
は
右
の
如
き
意
味
で
い
う
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
、
前
述
来
の
理
わ
り
を
裏
づ
け
て
い
る
。

附
言
す
れ
ば
、
右
大
法
廷
判
決
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
国
民
審
査
の
制
度
の
本
質
は
、
内
閣
と
い
う
行
政
機
関
に
よ
る

「
指
名
又
は
任
命
」
と
い
う
行
政
行
為
（
天
皇
に
よ
る
任
命
と
い
う
形
式
を
含
ん
で
）
に
対
す
る
国
民
の
審
査
権
の
行
使
を
そ
の
本

C

七
三
○

八
い 〔

憲
法
資
⑧
〕



尤
も
、
中
央
選
挙
管
理
会
を
し
て
か
か
る
誤
ま
り
を
お
か
さ
し
め
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
文
献
が
存
在
す

る
。
そ
れ
は
、
「
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
・
裁
判
所
法
逐
条
解
説
」
で
あ
る
。
右
「
解
説
」
は
、
同
法
三
九
条
の
解
説
注
と
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
国
民
審
査
を
受
け
た
裁
判
官
が
、
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
任
命
後
は
じ
め
て

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
三
一

㈹㈹
以
上
の
、
憲
法
上
・
裁
判
所
法
上
の
明
文
規
定
及
び
「
任
命
」
の
事
実
経
過
に
か
ん
が
承
る
な
ら
ば
昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
石

田
和
外
氏
に
対
し
て
行
わ
れ
た
憲
法
六
条
二
項
に
も
と
づ
く
天
皇
の
「
任
命
」
が
、
「
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員

選
挙
の
際
国
民
の
審
査
に
付
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憲
法
上
疑
義
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
。

㈹
然
る
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
右
「
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
」
で
あ
っ
た
昭
和
四
四
年
二
一
月
一
毛
日

の
総
選
挙
に
際
し
、
右
「
任
命
」
を
「
国
民
の
審
査
に
付
」
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
全
く
明
ら
か
で
な
い
。

然
し
、
前
述
来
の
と
お
り
、
も
と
も
と
右
「
国
民
の
審
査
に
付
」
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
な
ど
と
い
う
理
由
は
、
憲
法
解
釈

上
生
れ
る
余
地
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
の
掘
り
下
げ
も
な
い
ま
ま
の
過
誤
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思

ス
句
一
壱
口
」

査
」
に
些

つ
た
豆

で
あ
る
。

わ
れ
る
。

即
ち
、
石
田
和
外
氏
は
、
昭
和
三
八
年
二
月
一
二
日
に
「
国
民
の
審
査
」
に
付
さ
れ
た
「
任
命
」
に
よ
る
最
高
裁
判
所
判
事
た

「
官
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
以
降
こ
れ
を
失
っ
た
の
で
あ
り
、
同
日
、
全
く
新
た
に
、
先
に
「
国
民
の
審

」
に
付
さ
れ
た
「
任
命
」
と
は
全
く
別
個
の
憲
法
六
全
一
項
に
も
と
。
つ
く
新
た
な
「
任
命
」
行
為
に
よ
っ
て
、
従
来
の
、
既
に
失

た
「
最
高
裁
判
所
判
事
」
た
る
「
官
」
と
は
全
く
別
個
の
、
「
簸
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
」
た
る
「
官
」
を
取
得
し
た
も
の

シ
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七
三
二
（
Ｉ
差
一
）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

行
な
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
…
：
：
…
：
審
査
に
付
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
は
問
題
の
存
す
る
点
で
あ
る
。

昭
和
四
一
年
一
月
二
九
日
施
行
の
衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
で
あ
っ
た
横
田
正
俊
氏
が
最
高
裁
判
所
長
官
に
任

●
●
●
●
、
○
。
●
●
。
●
●
。
●

命
さ
れ
て
以
来
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
高
裁
判
所
長
官
も
、
最
高
裁
判
所
判
事
も
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
る
こ
と

●
●
●
●
●
●
、
●
●
。

●
●
●
●
●
●
。
●
●
●

に
変
り
は
な
く
、
同
長
官
が
、
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
す
で
に
国
民
雰
査
を
受
け
て
い
る
以
上
、
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
国
民
審
査
に
付
す
る
必
要
は
な
い
と
の
理
由
で
、
同
長
官
は
国
民
審
査
の
対
象
か
ら
除
か
れ

た
（
「
時
の
法
令
」
五
九
五
号
八
頁
以
下
参
照
）
」
。
（
傍
点
引
用
者
、
同
書
三
○
頁
）

右
の
と
お
り
、
右
「
解
説
」
自
体
は
、
自
己
の
見
解
と
し
て
は
、
「
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い

な
が
ら
、
横
田
正
俊
氏
の
場
合
の
事
実
の
解
説
と
し
て
右
の
よ
う
な
見
解
を
紹
介
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
然
し
、
か

か
る
記
載
の
し
か
た
自
体
が
、
恰
か
も
最
高
裁
事
務
総
局
の
見
解
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
誤
解
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
象
な

ら
ず
、
こ
こ
で
「
解
説
」
が
参
照
文
献
と
し
て
掲
げ
て
い
る
「
時
の
法
令
」
か
ら
の
引
用
そ
の
も
の
が
き
わ
め
て
不
正
確
で
あ
る

上
、
右
「
時
の
法
令
」
の
所
論
自
体
が
そ
も
そ
も
根
本
的
な
誤
ま
り
を
お
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
右
「
時
の
法
令
」
の
当
該
部
分
自
体
が
、
「
話
題
」
と
題
す
る
匿
名
記
事
に
す
ぎ
ず
、
且
つ
そ
の
内
容
も
右
「
解
説
」
の

引
用
の
よ
う
に
確
定
的
・
断
定
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
例
え
ば
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
「
政
府
部
内
に
も
ち
ょ
っ
と
し
た
議

論
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
」
と
し
、
右
引
用
部
分
に
つ
い
て
も
、
「
：
．
．
…
．
．
と
い
う
の
が
、
理
由
の
よ
う
で
あ
る
。
」
と
い
う
、
い
わ

ば
推
測
・
臆
測
の
域
を
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
上
に
、
而
も
右
所
論
の
最
後
に
も
、
「
こ
の
点
は
、
も
し
解
釈
上
の
誤
ま
り
が
あ
っ

て
、
…
．
．
…
・
国
民
審
査
に
付
さ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
憲
法
違
反
の
国
民
審
査
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
政
府

部
内
で
十
分
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
よ
う
に
、
一
応
の
推
論
を
示
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て

は
、
全
く
推
測
記
事
と
し
か
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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同
誌
七
六
四
号
で
は
こ
の
論
旨
を
更
に
断
定
的
に
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

「
憲
法
七
九
条
二
項
の
規
定
で
は
、
国
民
審
査
の
対
象
と
な
る
者
を
、
『
吸
高
裁
判
所
の
裁
判
官
』
と
の
承
表
現
し
て
お
り
、

こ
れ
を
同
条
一
項
の
規
定
、
同
五
項
の
規
定
な
ど
と
読
承
あ
わ
せ
る
と
、
憲
法
は
七
九
条
二
項
の
場
合
を
含
め
て
、
一
簸
高
裁
判

所
の
裁
判
官
』
と
い
う
文
言
を
、
長
た
る
裁
判
官
お
よ
び
そ
の
他
の
平
の
裁
判
官
の
双
方
を
含
む
こ
と
は
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
は
、
国
民
審
査
に
つ
い
て
は
、
長
官
と
そ
れ
以
外
の
裁
判
官
を
各
別
に
区
別
す
る
こ
と

な
く
、
両
者
の
在
任
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
在
任
期
間
を
通
算
し
て
こ
れ
を
行
な
う
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
」
（
傍
点
引
用
者
）

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
六
三 〔

憲
法
責
③
〕

「
時
の
法
令
」
は
、
そ
の
後
七
六
四
号
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
を
再
論
し
て
お
り
、
所
論
は
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
こ
の
重
大
な
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
外
に
何
ら
の
公
式
見
解
も
有
権
的
解
釈
の
所
論
も
見
当
ら
な

い
の
で
、
右
最
高
裁
事
務
総
局
編
集
に
か
か
る
「
解
説
」
に
引
用
さ
れ
た
「
時
の
法
令
」
の
所
論
の
誤
ま
り
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と

に
も
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

同
誌
五
九
五
号
の
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
憲
法
七
九
条
一
項
が
、
『
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
こ
れ
を

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
●
●

櫛
成
し
、
。
…
…
：
』
と
、
長
官
も
、
そ
の
他
の
判
事
も
、
と
も
に
最
高
裁
の
裁
判
官
と
い
う
名
称
で
く
く
り
、
こ
の
意
味
の
裁
判

官
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
九
条
第
二
項
で
任
命
後
最
初
の
…
：
…
・
総
選
挙
の
際
の
国
民
審
査
を
定
め
て
い
る
の
で
、
最
高
裁
判
官

●
●
ｑ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

と
い
う
身
分
に
変
化
の
な
い
以
上
、
平
の
判
事
が
長
官
に
な
っ
て
も
、
娘
高
裁
裁
判
官
の
あ
ら
た
な
任
命
が
あ
っ
た
と
い
う
必
要

は
な
い
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
わ
け
で
、
今
回
の
国
民
辮
査
は
、
こ
の
解
釈
の
下
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
（
傍
点

引
用
者
）

一
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第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
六
四

右
の
よ
う
に
「
時
の
法
令
」
の
二
つ
の
号
の
所
論
は
全
く
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
明
白
な
、
而
も
全
く

二
項
の
規
定
が
一
項
に
明
記
し
た
二
つ
の
官
の
双
方
の
任
命
に
つ
い
て
「
国
民
の
審
査
に
付
す
」
る
旨
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
疑

義
を
入
れ
る
余
地
は
全
く
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
も
こ
れ
を
受
け
て
明
確
に
「
最
高
裁
判
所
長
官
及
び
最
高

裁
判
所
判
事
の
任
命
は
、
…
…
…
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
」
と
正
確
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

況
や
「
平
の
判
事
が
長
官
に
な
っ
て
も
、
最
高
裁
裁
判
官
の
あ
ら
た
な
任
命
が
あ
っ
た
と
い
う
必
要
は
な
い
と
い
う
解
釈
」
な
ど

そ
の
一
つ
は
、
憲
法
七
九
条
一
項
が
、
明
文
上
余
り
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
最
高
裁
判
所
は
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
法
律

の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構
成
す
る
。
」
と
、
最
高
裁
判
所
の
構
成
が
、
「
長
た
る
裁
判
官
」
（
最
高
裁
判
所
長

官
）
と
「
そ
の
他
の
裁
判
官
」
（
最
高
裁
判
所
判
事
）
と
い
う
二
つ
の
「
官
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
そ
明

記
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
「
と
も
に
最
高
裁
の
裁
判
官
と
い
う
名
称
で
く
く
り
」
と
か
、
七
九
条
二
項
の
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判

官
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
こ
の
「
文
言
を
、
：
…
…
双
方
を
含
む
こ
と
ば
と
し
て
使
っ
て
い
る
」
等
と
い
う
云
い
方
で
、
「
長

官
と
そ
れ
以
外
の
裁
判
官
」
に
「
区
別
が
な
い
」
と
か
「
身
分
に
変
化
が
な
い
」
等
と
き
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
憲
法
七
九
条
二
項
に
い
う
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
」
と
い
う
用
語
は
、
同
条
一
項
に
明
記
さ
れ
た
「
長
た
る
裁
判
官
」
と

「
そ
の
他
の
裁
判
官
」
と
い
う
二
つ
の
「
身
分
」
Ｉ
「
官
」
の
総
称
概
念
で
あ
る
。
然
し
お
よ
そ
如
何
な
る
初
歩
的
論
理
学
か
ら
云

っ
て
も
、
憲
法
七
九
条
の
一
項
で
明
確
に
区
分
さ
れ
（
任
命
権
者
も
違
う
こ
と
先
述
の
と
お
り
）
た
、
最
高
裁
判
所
を
構
成
す
る
二

つ
の
「
官
」
Ｉ
「
身
分
」
が
、
そ
れ
に
つ
づ
く
二
項
で
、
右
二
つ
の
「
官
」
の
総
称
と
し
て
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
」
と
い
う
用

語
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
途
端
に
同
一
化
す
る
な
ど
と
い
う
愚
か
な
誤
ま
り
が
お
か
さ
れ
る
こ
と
な
ど
到
底
考
え
ら
れ

初
歩
的
な
誤
ま
り
が
存
在
し
て
い
る
。

な
い
。
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と
い
う
に
至
っ
て
は
、
論
外
と
い
う
他
は
な
い
。
先
に
詳
論
し
た
と
お
り
石
田
和
外
氏
は
、
「
蝦
高
裁
判
所
長
官
」
の
「
あ
ら
た
な
任

命
」
に
よ
っ
て
「
最
高
裁
判
所
判
事
」
（
「
時
の
法
令
」
に
い
わ
ゆ
る
「
平
の
判
事
」
）
の
身
分
そ
の
も
の
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ゞ

な
お
、
「
時
の
法
令
」
の
論
者
は
、
地
方
裁
判
所
の
「
判
蔀
」
（
「
官
」
１
裁
判
所
法
二
三
条
、
四
○
条
一
項
）
が
「
地
方
裁
判
所

長
」
（
「
職
」
１
同
法
二
九
条
、
四
七
条
）
を
命
ぜ
ら
れ
る
（
そ
れ
こ
そ
「
平
の
判
事
が
所
長
に
な
る
」
）
場
合
と
、
最
高
裁
判
所

長
官
の
場
合
と
の
本
質
的
な
差
異
を
す
ら
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

第
二
の
根
本
的
な
誤
ま
り
は
、
そ
も
そ
も
「
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
」
べ
き
対
象
に
つ
い
て
の
完
全
な
誤
解
で
あ
る
。

同
誌
七
六
四
号
は
、
は
っ
き
り
と
、
「
憲
法
七
九
条
二
項
の
規
定
で
は
、
国
民
審
査
の
対
象
と
な
る
者
を
『
竣
高
裁
判
所
の
裁
判

官
』
と
の
段
表
現
し
て
お
り
‐
｜
と
述
べ
て
い
る
。

然
し
、
こ
れ
も
先
に
詳
論
し
た
と
お
り
、
憲
法
の
右
条
項
（
及
び
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
法
、
国
民
辮
査
法
の
す
べ
て
の
規
定
）

が
国
民
審
査
の
対
象
を
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
誌
の
前
記
論
旨
は
、
す
べ
て
、
国
民
審
査
の
対
象
が
裁
判
官
個
人
で
あ
る
と
い
う
誤
解
に
よ
っ
て
完
全
に
撒
か
れ

て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
謬
論
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
同
誌
五
九
五
号
が
、
折
角
「
両
者
は
任
命
権
の
所
在
が
ち

●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

が
う
わ
け
で
あ
り
」
と
い
う
点
に
ま
で
触
れ
て
い
な
が
ら
、
「
平
の
判
事
と
し
て
い
く
ら
国
民
審
査
を
受
け
て
い
て
も
、
長
官
に
任

命
さ
れ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
国
民
の
審
査
に
付
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
立
ち
そ
う
に
象
え
る
が
、
」
等
と
自
ら
予
測
す

る
反
対
論
の
立
場
の
根
拠
そ
の
も
の
を
右
の
誤
解
に
も
と
づ
い
て
誤
ま
ら
し
め
て
し
ま
い
「
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
」
等
と
い
う
自
問

●
●
●
●
●
●
●
●
●

自
答
の
箇
所
で
も
、
「
長
官
も
、
そ
の
斯
の
判
事
も
、
と
も
に
股
高
裁
の
裁
判
官
と
い
う
名
称
で
く
く
り
、
こ
の
意
味
の
裁
判
官
に

つ
い
て
：
：
…
：
国
民
審
査
を
定
め
て
い
る
」
等
と
脱
線
し
て
行
っ
て
い
る
の
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

こ
の
「
時
の
法
令
」
の
か
か
る
初
歩
的
と
い
う
べ
き
明
白
な
誤
解
に
も
と
づ
く
謬
論
が
、
到
底
、
始
め
に
述
べ
た
本
意
見
苫
の
見

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
六
五

-忽
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〕



第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

七
六
六

解
に
対
す
る
批
判
・
反
論
た
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
以
外
に
石
田
和
外
氏

に
対
す
る
「
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
」
に
対
し
て
「
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
」
必
要
が
な
い
と
す
る
如
何
な
る
法
的
見
解
も
存

在
し
な
い
。
否
そ
の
よ
う
な
見
解
の
成
り
立
ち
得
る
余
地
は
、
憲
法
解
釈
上
全
く
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

画
さ
て
、
以
上
、
純
粋
に
、
憲
法
・
裁
判
所
法
・
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
明
文
に
も
と
ず
い
て
、
石
田
和
外
氏
に
対
す

る
「
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
」
（
昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
）
が
、
「
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
選
挙
の
際
、

国
民
の
審
査
に
付
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

こ
こ
で
附
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
が
右
の
よ
う
に
「
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
」
の
「
任

命
」
に
つ
き
、
「
そ
の
他
の
裁
判
官
」
の
「
任
命
」
と
の
間
に
区
別
を
設
け
て
い
る
こ
と
の
実
質
的
な
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
「
司
法
行
政
事
務
を
行
う
裁
判
官
会
議
を
総
括
し
」
、
（
裁
判
所
法
一
二
条
）
「
大
法
廷
の
裁
判

長
と
せ
ら
れ
」
（
最
高
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
八
条
一
項
）
「
裁
判
官
に
つ
い
て
、
訴
追
委
員
会
に
対
す
る
罷
免
訴
追
」
請
求
の
義

務
と
権
限
を
有
す
る
（
裁
判
官
弾
劾
法
一
五
条
三
項
）
等
、
法
的
に
も
特
別
の
地
位
と
職
責
を
有
す
る
他
、
三
権
分
立
の
下
衆
議
院

議
長
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
と
対
等
の
地
位
に
お
い
て
司
法
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
り
、
そ
の
言
動
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
、
裁
判

所
の
内
外
に
わ
た
っ
て
多
大
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
故
に
、
そ
の
よ
う
な
重
要
な
地
位
と
職
責
を
有
す
る
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命

の
適
否
が
、
最
高
裁
判
所
の
他
の
裁
判
官
の
任
命
と
別
個
に
国
民
の
審
査
の
対
象
と
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
「
国
民
が
そ
の
審
査
権

に
よ
っ
て
罷
免
を
す
る
」
（
前
掲
大
法
廷
判
例
）
権
利
行
使
の
機
会
が
国
民
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
の
、
実
質
的
な
意
味
が
理
解
さ
れ

国
最
高
裁
判
所
創
立
後
、
初
代
か
ら
三
代
に
至
る
長
官
は
、
始
め
か
ら
長
官
と
し
て
の
任
命
に
よ
っ
て
就
任
し
た
。
然
る
に
、
そ
の

後
、
最
高
裁
判
所
の
大
審
院
へ
の
逆
行
と
い
う
風
潮
と
符
節
を
合
し
て
キ
ャ
リ
ア
裁
判
官
の
長
官
へ
の
登
用
と
い
う
傾
向
が
生
れ
、

る
の
で
あ
る
。

⑦
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憲
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き
た
る
べ
き
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
際
し
、
最
高
裁
判
所
長
官
村
上
朝
一
氏
を
、
憲
法
七
九
条
二
項
、
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
及
び

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
幕
査
法
に
基
づ
い
て
国
民
零
査
に
付
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

一
村
上
刺
一
氏
は
昭
和
四
三
年
二
月
一
九
日
吸
商
裁
判
所
（
以
下
蝦
高
裁
と
い
う
）
判
事
に
任
命
さ
れ
、
つ
い
で
昭
和
四
八
年
五

第
七
九
条
二
国
民
審
交
〔
盗
糾
〕
七
六
七

（
参
考
３
）

最
高
裁
判
所
長
官
国
民
審
査
に
関
す
る
要
望
香

そ
の
結
果
、
横
田
正
俊
長
官
及
び
石
田
現
長
官
が
現
職
の
蝦
商
裁
判
所
判
事
か
ら
玻
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス

が
発
生
し
た
。
そ
し
て
こ
の
推
移
と
併
行
し
て
、
最
高
裁
判
所
判
覗
か
ら
蛾
商
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
の
長
官
任
命
を
国

民
の
審
査
に
付
さ
な
い
と
い
う
。
考
え
得
ら
れ
な
い
程
の
悠
法
条
項
の
不
履
行
が
発
生
し
た
。
横
田
長
官
の
任
命
に
対
す
る
昭
和
四

二
年
一
月
二
九
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
の
国
民
審
査
不
履
行
が
そ
れ
で
あ
り
、
石
田
長
官
の
任
命
に
対
す
る
昭
和
四
四
年
一

二
月
二
七
日
総
選
挙
の
際
の
審
査
不
履
行
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
憲
法
条
項
の
不
履
行
は
重
大
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
違
憲
の
不
作
為
の
法
的
結
果
に
つ
い
て
は
今
後
論
議
が
深
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
、
日
本
弁
謹
士
連
合
会
は
、
今
、
そ
の
論
議
を
一
応
措
い
て
、
こ
の
重
大
な
違
憲
の
不
作
為
を
少
し
で
も
是
正
す
る

た
め
、
絃
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
対
し
、
少
く
と
も
前
記
石
田
和
外
氏
に
対
し
行
わ
れ
た
昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
付
「
最
高
裁

判
所
長
官
の
任
命
」
に
対
し
、
こ
れ
を
来
る
べ
き
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
、
憲
法
七
九
条
二
項
、
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
及
び
最

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
に
も
と
ず
き
、
こ
れ
を
「
国
民
の
霧
査
に
付
す
」
よ
う
、
厳
重
に
申
し
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一

（
昭
五
○
・
三
。
六
）

日
本
弁
護
士
連
合
会

〔
恋
法
資
③
〕
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第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

七
六
八

月
二
一
日
最
高
裁
長
官
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

二
村
上
氏
に
対
す
る
最
高
裁
判
事
の
任
命
に
つ
い
て
は
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
七
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
国
民
審
査
に
付
さ

れ
ま
し
た
が
、
同
氏
に
対
す
る
最
高
裁
長
官
の
審
査
に
つ
い
て
は
国
民
審
査
を
ま
だ
う
け
て
い
ま
せ
ん
。
．
し
た
が
っ
て
、
き
た
る
べ

き
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
は
村
上
最
高
裁
長
官
の
任
命
後
は
じ
め
て
の
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
右
総
選
挙
の
際
同
長
官
は
国
民
審

査
に
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

三
最
高
裁
判
事
と
最
高
裁
長
官
は
と
も
に
簸
高
裁
裁
判
官
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
判
事
の
任
命
後
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
る
衆
議
院
議

員
総
選
挙
の
際
そ
の
任
命
に
つ
い
て
国
民
審
査
を
受
け
て
お
れ
ば
そ
れ
か
ら
一
○
年
後
に
行
な
わ
れ
る
国
民
審
査
ま
で
の
間
に
そ
の

最
高
裁
判
事
が
最
高
裁
長
官
に
任
命
さ
れ
て
も
そ
の
任
命
に
つ
い
て
改
め
て
国
民
審
査
は
必
要
で
は
な
い
と
の
見
解
が
あ
り
ま
す

（
最
高
裁
事
務
総
局
編
裁
判
所
法
逐
条
解
説
、
時
の
法
令
五
九
五
号
八
頁
ご
参
照
）
・
従
前
の
貴
選
挙
管
理
会
は
こ
の
見
解
に
た
た
れ

て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
石
田
和
外
前
最
高
裁
長
官
、
横
田
正
俊
元
最
高
裁
長
官
は
い
づ
れ
も
最
高
裁
判
事

か
ら
最
高
裁
長
官
に
就
任
し
た
方
で
す
が
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
判
事
の
任
命
に
つ
い
て
は
国
民
審
査
を
う
け
た
が
、
最
高
裁
長
官
の

任
命
に
つ
い
て
は
国
民
審
査
が
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

四
し
か
し
、
憲
法
七
九
条
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
裁
判
官
に
は
長
官
で
あ
る
裁
判
官
と
そ
の
他
の
裁
判
官
が
あ

り
、
前
者
を
最
高
裁
長
官
、
後
者
を
最
高
裁
判
事
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
称
し
て
い
ま
す
（
裁
判
所
法
三
九
条
一
項
、
二
項
）
・
す
な
わ
ち
、

最
高
裁
裁
判
官
は
「
最
高
裁
長
官
」
と
「
鐙
高
裁
判
事
」
と
い
う
二
つ
の
官
（
身
分
）
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ま

た
、
そ
の
任
命
の
仕
方
も
両
者
で
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
前
者
は
憲
法
六
条
に
よ
り
内
閣
の
指
名
に
よ
り
天
皇
が
後
者
は
憲
法
七
九

条
一
項
に
よ
り
内
閣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
任
命
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
（
な
お
、
裁
判
所
法
三
九
条
一
項
、
二
項
も
同
様
に
規
定
し
て
い

ま
す
）
。

rへ
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六
昭
和
四
七
年
二
月
二
八
日
当
連
合
会
は
貴
選
挙
管
理
会
に
対
し
前
蝦
高
裁
長
官
石
田
和
外
氏
の
国
民
審
査
を
要
望
す
る
旨
の
申
入

を
し
ま
し
た
。
右
要
望
書
に
お
い
て
当
連
合
会
は
最
高
裁
長
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
審
盗
に
つ
い
て
の
詳
細
な
法
律
上
の
見
解
を

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
寅
料
〕
七
六
九

よ
っ
て
、
国
民
審
査
を
実
質
的
に
解
散
の
制
度
と
み
る
か
、
任
命
の
審
査
と
す
る
か
の
議
論
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
肢
高
裁
長

官
の
国
民
審
査
は
蝦
高
裁
判
事
の
そ
れ
と
別
個
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

五
さ
ら
に
最
高
裁
長
官
は
肢
高
裁
判
事
と
異
な
る
特
殊
の
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
瞳
高
裁
長
官
は
「
司
法
行
政
事
務

を
行
な
う
裁
判
官
会
議
を
総
括
し
」
（
裁
判
所
法
一
二
条
）
、
「
大
法
廷
の
裁
判
長
と
せ
ら
れ
」
（
鮫
商
裁
事
務
処
理
規
則
八
条
一

項
）
、
「
裁
判
官
に
つ
い
て
訴
追
委
員
会
に
対
す
る
罷
免
訴
追
」
詰
求
の
義
務
と
権
限
を
有
し
て
い
ま
す
（
裁
判
官
弾
劾
法
一
五
条
三

一
壱

す
。

こ
と
に
立
法
権
、
行
政
権
と
並
ぶ
司
法
権
の
頂
点
を
な
す
蝦
高
裁
長
官
は
衆
議
院
議
長
及
び
内
閣
総
理
大
臣
と
並
ぶ
国
家
の
最
南

機
関
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
長
官
の
任
命
に
つ
い
て
、
そ
の
裁
判
官
が
か
つ
て
最
商
裁
裁
判
官
と
し
て
は
国
民
霧
査
を
う
け
た

か
ら
と
い
っ
て
更
め
て
こ
れ
を
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
感
情
の
上
か
ら
も
好
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
憲
法
七
九
条

一
項
殊
に
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
に
は
明
ら
か
に
溌
高
裁
長
官
の
任
命
の
国
民
審
査
を
そ
の
他
の
裁
判
官
の
そ
れ
と
区
別
し
て
い
ま

項項
一－

0 ，

〔
憲
法
蜜
一
個
〕

し
た
が
っ
て
、
賎
高
裁
判
事
か
ら
最
高
裁
長
官
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「
最
高
裁
判
事
」
と
い
う
官
を
失
い
、
新
た
に

「
最
高
裁
長
官
」
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
で
「
鐙
高
裁
長
官
お
よ
び

最
高
裁
判
事
の
任
命
」
に
つ
い
て
「
国
民
の
審
査
」
に
付
す
と
い
う
表
現
の
内
に
明
確
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
「
最
高
裁
長
官
」
と
「
蛾
高
裁
判
事
」
と
を
鮫
高
裁
裁
判
官
の
枠
内
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
誤
つ

て
い
ま
す
。

…
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第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

披
瀝
し
て
い
ま
す
か
ら
ご
参
照
下
さ
い
。

（
参
考
４
）

二
藤
林
氏
に
対
す
る
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
に
つ
い
て
は
昭
和
四
七
年
一
二
月
一
○
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
国
民
審
査
に

付
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
氏
に
対
す
る
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
に
つ
い
て
は
国
民
審
査
を
ま
だ
う
け
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、

き
た
る
べ
き
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
藤
林
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
後
は
じ
め
て
の
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
右
総
選
挙
の
際
同
長

官
は
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
長
堀
米
正
道
殿

最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
に
つ
い
て
（
要
望
）

き
た
る
べ
き
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
際
し
、
さ
る
五
月
二
五
日
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
藤
林
益
三
氏
を
、
憲
法
第
七
九
条

二
項
、
裁
判
所
法
三
九
条
四
項
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
に
基
づ
い
て
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

一
藤
林
益
三
氏
は
昭
和
四
五
年
七
月
三
一
日
最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
れ
、
つ
い
で
昭
和
五
一
年
五
月
二
五
日
最
高
裁
判
所
長
官

に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

中
央
選
挙
管
理
会

日
弁
連
調
第
八
六
号

昭
和
五
一
年
九
月
六
日

,'?辱~詞､、

L盛

日
本
弁
護
士
連
合
会

会
長
柏
木

七
七
○

為
’
一

〆
Ｉ
、
↑ 〔
憲
法
資
③
〕

以
上



（
参
考
５
）
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
実
施
に
関
す
る
要
望
書

記

一
日
辮
査
の
取
扱
い
に
関
す
る
昭
和
四
七
年
二
月
一
四
日
付
、
自
治
省
選
挙
部
長
名
義
の
通
達
の
趣
旨
を
、
あ
ら
た
め
て
全
国
各

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕
七
七
一

本
問
題
に
関
し
、
当
連
合
会
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
に
つ
い
て
の
要
望
を
、
昭
和
四
七
年
二
月
二
八

日
、
同
五
○
年
三
月
六
日
及
び
同
年
九
月
一
九
日
の
三
度
に
わ
た
っ
て
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
申
し
入
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
前
二
回
は
自
治
大
臣
に
も
要
望
致
し
ま
し
た
。

最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
は
、
国
民
主
権
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
問
題
な
の
で
、
当
連
合
会
は
、
重
大
な
関

国
民
審
査
に
関
す
る
事
務
を
管
理
さ
れ
て
い
る
畳
中
央
選
挙
管
理
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
管
理
会
の
会
議
に
お
い
て
、
是
非
共
正

式
の
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

な
お
、
そ
の
際
の
御
参
考
と
し
て
、
別
紙
要
望
書
並
び
に
意
見
書
を
添
付
致
し
ま
す
の
で
、
何
卒
両
趣
旨
を
実
現
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
、
格
別
の
御
配
慮
を
賜
り
た
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

心
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。

望
し
ま
す
。

次
期
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
行
わ
れ
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
森
査
の
実
施
に
あ
た
り
、
左
記
の
措
腫
を
識
ぜ
ら
れ
る
よ
う
要

､唾壁

要
望
の
趣
旨

（
昭
五
一
・
一
○
・
二
八
）

司
法
の
独
立
と
民
主
主
義
を
守
る
国
民
連
絡
会
談

一ゾ〔
憲
法
資
３
〕



第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

七
七
二

都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
徹
底
す
る
と
共
に
、
審
査
公
報
、
市
区
町
村
広
報
紙
等
を
活
用
し
て
、
右
趣
旨
を
予
め
全
国
民
に

○
投
票
場
の
設
備
に
つ
き
、
投
票
場
内
に
投
票
箱
と
別
に
投
票
用
紙
の
返
戻
用
箱
を
、
設
置
す
る
な
ど
、
棄
権
票
の
取
扱
い
に
適

切
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

二
藤
林
益
三
最
高
裁
判
所
長
官
に
つ
い
て
は
、
他
の
裁
判
官
と
別
に
、
長
官
と
し
て
の
審
査
に
付
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
適
切
な
投
票
方
法
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

一
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
制
度
は
、
全
て
の
公
務
員
の
選
定
、
罷
免
権
は
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
国
民
統
治
の

原
理
に
立
脚
し
て
い
ま
す
。
憲
法
に
よ
り
裁
判
官
の
身
分
と
職
権
の
独
立
は
民
主
制
度
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
し
て
強
く
保
障
さ

れ
、
こ
と
に
最
高
裁
判
所
に
は
最
終
的
な
違
憲
法
令
審
査
権
、
規
則
制
定
権
及
び
下
級
裁
判
所
裁
判
官
任
命
の
指
名
と
い
う
い
ず
れ

も
重
要
な
権
限
が
国
民
か
ら
信
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
承
、
内
閣
に
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
権
並
び
に
長
官
の
指
名
権
を

認
め
な
が
ら
、
そ
の
任
命
な
い
し
指
名
の
適
否
と
裁
判
官
と
し
て
の
適
格
性
は
国
民
に
よ
っ
て
直
接
に
審
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
の
が
こ
の
制
度
の
趣
旨
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
審
査
方
法
と
し
て
の
投
票
は
、
審
査
人
た
る
投
票
者
の
意
思
が
正
し
く
反
映
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
現
行
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
に
は
、
こ
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
ぬ
欠
陥
が
少
な
か
ら
ず
承
う
け
ら

れ
ま
す
。
と
り
わ
け
積
極
的
に
罷
免
の
意
思
を
有
す
る
も
の
の
承
を
確
認
す
る
だ
け
の
投
票
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
×
印
以
外

の
白
票
に
信
任
的
な
法
律
上
の
効
果
を
擬
制
し
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
不
当
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
当
連
絡
会
議
は
か
ね
て
か
ら

右
の
不
当
性
を
指
摘
し
、
投
票
者
の
意
思
が
正
し
く
反
映
さ
れ
る
た
め
に
は
、
○
×
い
ず
れ
か
の
記
号
を
記
す
投
票
方
式
を
採
用
す

周
知
さ
れ
た
い
。

○
要
望
の
理
由

C
〔
憲
法
資
③
〕



第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
涜
料
〕

二
藤
林
長
官
は
既
に
前
回
の
奔
査
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
審
査
に
付
さ
れ
信
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
長
官

は
、
そ
の
後
、
前
任
村
上
朝
一
長
官
の
退
官
に
よ
り
、
新
た
に
長
官
に
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
判
事
の
任
命
行
為
と
長

官
の
任
命
行
為
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
上
（
憲
法
六
条
、
七
九
条
）
長
官
に
任
命
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
前
官
た
る
判
事
を
退
官
し

て
長
官
に
就
任
し
、
新
た
な
官
が
任
命
時
か
ら
開
始
す
る
こ
と
、
ま
た
長
官
は
内
閣
総
理
大
臣
、
衆
議
院
議
長
と
同
等
の
地
位
に
あ

り
裁
判
官
会
議
の
総
括
者
兼
司
法
行
政
の
最
高
の
執
行
者
で
あ
り
、
か
つ
大
法
廷
の
裁
判
長
と
な
る
と
い
う
特
別
重
要
な
地
位
と
職

責
を
有
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
般
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
適
格
性
と
長
官
と
し
て
の
適
格
性
は
別
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん

が
承
第
二
項
の
要
望
に
及
ぶ
も
の
で
す
。

就
而
、

第
で
す
。

〔
憲
法
蚕
⑧
〕

る
と
と
も
に
判
断
不
能
の
場
合
の
棄
権
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
骨
子
と
す
る
現
行
法
の
改
正
を
提
唱
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ

ろ
、
社
、
公
、
共
各
党
に
お
い
て
、
右
趣
旨
に
賛
同
さ
れ
、
今
春
、
右
趣
旨
に
そ
う
審
査
法
改
正
案
が
右
三
党
共
同
で
衆
議
院
に
提

案
さ
れ
、
現
に
同
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
継
続
審
議
中
で
あ
る
こ
と
は
御
承
知
の
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、
今
国
会
々
期
中
に
右

改
正
の
実
現
は
困
難
と
承
ら
れ
、
次
期
審
査
も
ま
た
現
行
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
達
は
昭
和
四

七
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
前
回
の
国
民
審
査
に
先
立
ち
、
御
庁
に
対
し
、
本
要
望
と
同
旨
の
申
入
れ
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
御

庁
に
お
い
て
も
こ
の
趣
旨
を
御
理
解
の
上
、
投
票
の
自
由
と
秘
密
確
保
の
た
め
、
投
票
用
紙
の
渡
し
方
、
記
戦
場
所
の
配
慮
、
投
票

強
制
を
な
さ
ざ
る
こ
と
等
の
指
示
と
、
無
記
入
は
信
任
票
扱
い
と
な
る
こ
と
、
投
票
用
紙
を
受
け
と
ら
な
く
て
も
よ
い
こ
と
、
受
け

と
っ
て
も
、
可
否
の
判
断
不
能
の
場
合
は
返
戻
で
き
る
こ
と
の
掲
示
を
な
す
べ
き
旨
を
前
記
日
付
で
地
方
選
管
に
通
達
さ
れ
、
更
に

全
国
の
選
管
委
員
長
を
招
集
の
上
、
口
頭
で
も
指
示
さ
れ
た
と
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。

就
而
、
次
期
国
民
審
査
に
お
い
て
は
、
更
に
右
趣
旨
を
徹
底
し
て
本
制
度
を
意
義
あ
ら
し
め
る
た
め
、
第
一
項
の
要
望
に
及
ぶ
次

､一

七
七
三 ＝罫
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第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
資
料
〕

昭
和
五
一
年
一
○
月
二
八
日

（
参
考
６
）

意
見
書

こ
の
問
題
に
つ
い
て
当
管
理
会
と
し
て
も
問
題
の
重
要
性
に
か
ん
が
承
、
慎
重
に
検
討
を
重
ね
た
と
こ
ろ
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
精

神
た
る
国
民
主
権
の
原
則
お
よ
び
裁
判
所
法
、
国
民
審
査
法
等
関
連
法
規
と
の
総
合
的
な
解
釈
か
ら
最
高
裁
判
所
長
官
を
国
民
審
査
に

付
す
べ
し
と
す
る
意
見
に
も
積
極
的
な
妥
当
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
委
員
の
多
数
か
ら
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
こ
の
よ
う
な
憲

法
上
の
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
当
管
理
会
の
決
定
を
く
つ
が
え
す
に
足
る
特
段
の
根
拠
の
な
い
ま
ま
取
扱
い
を
変
更
す
べ

き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
改
め
て
長
官
を
審
査
に
付
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
も
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。

当
管
理
会
と
し
て
、
以
上
の
経
過
を
ふ
ま
え
て
、
長
時
間
に
わ
た
り
検
討
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
従
来
か
ら
の
慣
行
お
よ
び
国
民
審

れ
て
き
ま
し
た
。

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
国
民
審
査
に
つ
い
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
そ
の
他
か
ら
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
が
国
民
審
査
を
受
け

た
後
長
官
に
任
命
さ
れ
た
と
き
は
、
改
め
て
国
民
審
査
に
付
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
と
要
望
が
出
さ
れ
、
機
会
あ
る
ご
と
に
論
議
さ

自
治
大
臣
天

中
央
選
挙
管
理
会 天

委
員
長
堀
米
正
道
殿

ベ
ノ
》

蓋
《
〃
，
，
‐
‐
’
酋
乱
一

野
公
義
殿

司
法
の
独
立
と
民
主
主
義
を
守
る
国
民
連
絡
会
議

（
昭
五
一
・
一 七

七
四

（
ｒ
‐
〉 〔
憲
法
資
⑧
〕

一
●
一
一
一
）

中
央
選
挙
管
理
会



３
媛
高
栽
判
所
長
官
の
任
命
と
国
民
審
査
（
昭
六
二
・
一
憲
法
関
係
資
料
集
）

（
最
高
裁
判
所
判
事
が
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
任
命
に
つ
い
て
、
改
め
て
国
民
審
査
に
付
す
る
必
要
が
あ
る
か
。
）

憲
法
第
七
九
条
第
二
項
に
定
め
る
国
民
審
査
の
趣
旨
は
、
任
命
行
為
自
体
の
当
否
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
溌
高
裁
判
所
の
持
つ
機
能
の
重

要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
構
成
員
た
る
裁
判
官
が
そ
の
職
責
に
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
国
民
に
審
査
す
る
権
能
を
与
え

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
長
官
も
そ
の
裁
判
官
と
し
て
の
権
能
・
職
責
に
お
い
て
は
他
の
裁
判
官
と
異
な

る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
右
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
象
れ
ぱ
、
長
官
が
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
一
般
の
裁
判
官
と

同
様
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
適
性
に
つ
い
て
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

裁
判
所
法
等
に
お
い
て
、
長
官
に
は
若
干
の
特
別
の
権
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
長
官
の
鍛
高
裁
判
所
の
長
た
る
地

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
賓
料
〕
七
七
五 〔

憲
法
費
③
〕

査
法
の
解
釈
か
ら
、
今
回
改
め
て
長
官
を
審
査
の
対
象
に
す
る
と
い
う
祇
極
的
措
置
を
と
る
こ
と
に
は
若
干
の
疑
点
な
し
と
し
な
い
こ

と
も
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
当
管
理
会
と
し
て
は
、
日
本
国
恋
法
の
基
本
に
立
ち
、
雄
高
裁
判
所
長
官
の
国
民
審
査

に
つ
い
て
、
従
来
の
政
府
統
一
見
解
に
も
検
討
を
加
え
る
と
同
時
に
、
将
来
疑
義
の
余
地
を
残
さ
な
い
明
確
な
立
法
措
腫
を
誰
ず
る
よ

内
閣
総
理
大
臣

三
木
武
夫
武
夫

う
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
十
二
日

一

殿

中
央
選
挙
管
理
会

委
員
長
堀
米
正
道

､割
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位
に
伴
う
付
随
的
な
権
限
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
と
し
て
他
の
裁
判
官
の
権
能
職
責
と
の
間
に
本
質
的
な
差
を
生
ぜ
し
め
る
よ

う
な
も
の
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
長
官
と
し
て
の
権
限
が
伴
う
こ
と
を
も
っ
て
特
別
に
国
民
審
査
の
対
象
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
現
に
最
高
裁
判
所
判
事
で
あ
る
者
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
場
合
は
、
形
式
的
に
は
別
個
の
任
命
行
為
で
は
あ
っ
て

も
、
実
質
的
に
は
裁
判
官
と
し
て
の
身
分
を
継
続
さ
せ
つ
つ
、
長
官
の
地
位
を
付
与
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裁
判
官
た
る
地
位

に
は
何
ら
変
動
が
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
既
に
最
高
裁
判
所
判
事
と
し
て
国
民
審
査
を
経
た
後
十
年
を
経
過
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
長
官
に
任
命
さ
れ
た

と
し
て
も
改
め
て
国
民
審
査
に
付
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
国
会
答
弁
例
〕
１
参
照

⑦

守

ハ
） 〔
憲
法
責
⑧
〕


